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小牧市国民健康保険運営協議会  

会長  早稲田  幸男  様  

 

小牧市長  山下   史守朗  

 

   出産育児一時金の改正について（諮問）  

 

出産育児一時金については、健康保険法施行令の改正が予定され

ています。  

つきましては、出産育児一時金に係る健康保険法施行令の規定が

改正された場合には、小牧市国民健康保険条例においても健康保険

法施行令等に準じた改正を行いたく、小牧市国民健康保険運営協議

会規則第２条の規定に基づき貴協議会の意見を求めます。  

 

記  

 

諮問事項  

 １  出産育児一時金の額について  

現行３９万円を健康保険法施行令の改正により改正される

額４０万４千円に改める。併せて、産科医療補償制度に加入す

る医療機関等で出産した場合に加算される額について、現行３

万円を１万６千円に改める。  

 ２  施行期日  

   健康保険法施行令の改正施行日（平成２７年１月１日）  
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出 産 育 児 一 時 金 の 改 正 に つ い て  

 

【 諮 問 内 容 】  

 平 成 ２ ７ 年 １ 月 １ 日 以 降 の 出 産 に 係 る 出 産 育 児 一 時 金 の 額 に つ

い て 、 現 行 ３ ９ 万 円 を 健 康 保 険 法 施 行 令 の 改 正 に よ り 改 正 さ れ る

額 ４ ０ 万 ４ 千 円 に 改 め る 。 併 せ て 、 産 科 医 療 補 償 制 度 に 加 入 す る

医 療 機 関 等 で 出 産 し た 場 合 に 加 算 さ れ る 額 に つ い て 、 現 行 ３ 万 円

を １ 万 ６ 千 円 に 改 め る 。  

 

出 産 育 児 一 時 金 と は  

健 康 保 険 加 入 者 が 出 産 し た 場 合 、出 産 に 要 す る 経 済 的 な 負 担 を

軽 減 す る た め 一 定 の 金 額 が 支 給 さ れ る 制 度 。  

 

支 給 額 に つ い て  

協 会 健 保 な ど の 被 用 者 保 険 （ 社 会 保 険 ） で は 支 給 額 を 健 康 保 険

法 施 行 令 で 規 定 し て い る が 、国 民 健 康 保 険 に お い て は 国 の 法 令 で

は 規 定 せ ず 、 市 町 村 の 条 例 で 定 め る こ と と し て い る 。 小 牧 市 国 民

健 康 保 険 で は 、 健 康 保 険 法 施 行 令 に 準 じ 、 小 牧 市 国 民 健 康 保 険 条

例 に お い て 42 万 円 と 規 定 し て い る 。  

【 国 民 健 康 保 険 法 】  

第 五 十 八 条   保 険 者 は 、 被 保 険 者 の 出 産 及 び 死 亡 に 関 し て は 、

条 例 又 は 規 約 の 定 め る と こ ろ に よ り 、出 産 育 児 一 時 金 の 支 給 又 は

葬 祭 費 の 支 給 若 し く は 葬 祭 の 給 付 を 行 う も の と す る 。 た だ し 、 特

別 の 理 由 が あ る と き は 、そ の 全 部 又 は 一 部 を 行 わ な い こ と が で き

る 。  

 

改 正 内 容  

今 回 、 健 康 保 険 法 施 行 令 に お い て 、 平 成 ２ ７ 年 １ 月 １ 日 以 降 の
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出 産 に つ い て 、 下 表 の と お り 、 出 産 育 児 一 時 金 の 額 の 改 正 が 予 定

さ れ て い る 。 改 正 理 由 と し て は 、 産 科 医 療 補 償 制 度 の 保 険 料 の 余

剰 金 が 平 成 26 年 度 ま で に 800 億 円 程 度 生 じ る 見 込 み と な り 、 保

険 料 水 準 を 引 き 下 げ る こ と と な っ た た め 、産 科 医 療 補 償 制 度 加 算

の 額 を 3 万 円 か ら 1 万 6 千 円 に 引 き 下 げ 、 一 方 で 、 平 均 出 産 費 用

は 増 加 傾 向 で あ る た め 、 出 産 育 児 一 時 金 本 体 に つ い て は 39 万 円

か ら 40 万 4 千 円 に 引 き 上 げ る こ と と し 、支 給 合 計 額 を 42 万 円 で

据 え 置 く こ と と な っ た 。 小 牧 市 国 民 健 康 保 険 に お い て も 、 こ の 改

正 に 準 じ て 同 様 の 改 正 を 行 う も の 。  

 現 行  

⇒  

改 正 後  

出 産 育 児 一 時 金 （ 基 本 額 ）  39 万 円  40 万 4 千 円  

※ 1 産 科 医 療 補 償 制 度 加 算 額  3 万 円  1 万 6 千 円  

計  42 万 円  42 万 円  

 

※ 1 産 科 医 療 補 償 制 度 加 算 額  

 産 科 医 療 補 償 制 度 と は … 一 定 基 準 の 重 度 脳 性 麻 痺 と な っ た 新

生 児 と そ の 家 族 の 経 済 的 負 担 を 速 や

か に 補 償 す る た め の 制 度 。海 外 出 産 や

産 科 医 療 補 償 制 度 に 加 入 し て い な い

医 療 機 関 で の 出 産 な ど は 加 算 の 対 象

と は な ら な い 。  

 補 償 対 象 者 … 在 胎 週 数 33 週 （ 改 正 後 32 週 ） 以 上 か つ 出 生 体 重

2,00 0ｇ （ 改 正 後 1,40 0g） 以 上 、 ま た は 在 胎 週 数

28 週 以 上 で 低 酸 素 状 況 を 示 す 所 定 の 要 件 を 満 た

し て 出 生 し た 場 合  

 補 償 金 額 … 一 時 金 600 万 円 ＋ 20 年 ×120 万 円 （ 計 3,000 万 円 ）  

愛 知 県 内 の 産 科 医 療 機 関 の 産 科 医 療 補 償 制 度 の 加 入 率 は 100%

で あ る 。  
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国 保 財 政 へ の 影 響 額  

  合 計 支 給 額 は 改 正 前 後 と も 42 万 円 で 変 更 が な い た め 、 産 科

医 療 補 償 制 度 加 算 対 象 外 の 出 産 分 （ 改 正 前 39 万 円 ⇒ 40 万 4 千

円 ） が 財 政 に 影 響 を 及 ぼ す 。 平 成 25 年 度 実 績 で 加 算 対 象 外 の

件 数 が 11 件 で あ り 、同 程 度 を 見 込 む と 年 間 15 万 円 程 度 の 財 政

負 担 が 発 生 す る 。  

 

小 牧 市 の 考 え 方  

 従 来 か ら 、小 牧 市 国 民 健 康 保 険 に お け る 出 産 育 児 一 時 金 の 支 給

額 は 、 健 康 保 険 法 施 行 令 の 額 に 準 じ て 改 正 し て き た 経 緯 が あ る 。

ま た 、 健 康 保 険 法 施 行 令 の 出 産 育 児 一 時 金 の 支 給 額 は 、 全 国 の 医

療 機 関 等 に お け る 平 均 出 産 費 用 を 基 準 に 改 正 し て い る こ と か ら 、

市 独 自 の 政 策 的 配 慮 が な い 限 り 、こ の 金 額 に 準 じ て 改 正 し な い 理

由 が な い 。 以 上 か ら 、 小 牧 市 と し て は 改 正 す べ き と 考 え る 。  

 

【 出 産 育 児 一 時 金 支 給 額 の 推 移 】  

・ 平 成 18 年  9 月 以 前  …  30 万 円  

・ 平 成 18 年 10 月     …  35 万 円  

・ 平 成 21 年  1 月    …  38 万 円  

              （ 35 万 円 ＋ 産 科 医 療 補 償 加 算 3 万 円 ） 

・ 平 成 21 年 10 月   …  42 万 円  

（ 39 万 円 ＋ 産 科 医 療 補 償 加 算 3 万 円 ） 

  ※ 支 給 額 は 、全 国 の 医 療 機 関 等 に お け る 平 均 出 産 費 用 を 基 準

に 変 更 し て い る 。  

 


